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○ 取扱い 

 プロトンポンプ・インヒビター（PPI）の内服薬及び注射薬の併用投与

は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いの根拠 

 PPIには、内服薬と注射薬の双方あるが、注射薬については、添付文書

の効能・効果に「経口投与不可能な下記の疾患」として「出血を伴う胃潰

瘍」等が記載されており、内服薬投与が不可能な患者が対象である。 

 以上のことから、プロトンポンプ・インヒビター（PPI）の内服薬及び

注射薬の併用投与は、原則として認められないと判断した。 

 


